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取組事項

１．労働安全衛生法や高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、年１回以上、該当する従業
員全てに健康診断を受診させる。(100％)
２．健康診断の結果、健康保持に努める必要がある従業員に対し、保健指導又は特定保健指導
を受けさせるように努める。(目標100％)
３．健診の結果、有所見者となった従業員の必要な措置について、医師の意見を聴いた上で、
就業上の必要な措置を行う。
４．従業員に対して健康意識を向上させる取組みを行う
５．運動機会の増進に取り組む
６．禁煙や受動喫煙防止に取り組む
７．感染症予防に取り組む
８．メンタルヘルス対策に取り組む
９．その他
・コニュニケ－ション促進へ「チームビルディングイベント」の開催、運動機会増進へ「ス
ポーツクラブ活動」の実施等様々な機会を提供

「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

令 和

代表者メッセージ
ヤンマーグループでは環境へのソリューションと人へのソリューションの両輪を回すことで、
真にお客様の課題を解決し、ワクワクする新しい豊かさを生み出すことを目指しています。
その一員である私たちヤンマー沖縄は、沖縄県におけるグループの全事業を統括する総合販売
会社として、沖縄県の経済振興、県民の生活向上及び地球環境保全に貢献すべく、エネルギー
システム市場、農業機械市場、船舶関連市場、建設機械市場などの各分野において事業を展開
しています。
お客様が心躍るソリューションを次々と生み出していくためにも、社員が健康で働きがいを感
じて活き活きと活躍することが必須となります。
これからもお互いに「いいね！」を言い合う文化を築くことで、全社を挙げて健康に関する取
組みを推進し、より深くお客様に満足していただけるよう努めて参ります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤンマー沖縄株式会社 代表取締役 佐野 文彦
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